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信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾 店舗対応マニュアル 

2026/3/27 

 

 

 

 

 

 

◇PayPay マネーライト   ◇Ponta ポイント      ◇WAON POINT 

◇Amazon ギフトカード   ◇nanaco              ◇ｄポイント 

◇楽天 Edy         ◇Apple Gift Card     ◇Ⅴポイント ※QUO カード等も選択可能 
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 キャンペーン開始前の準備  

 

１ 配布物の確認 

  店舗登録後、キャンペーン事務局からキャンペーンチケット、販促キットを送付します。K

これらの配布物が届き次第、梱包ラベル及び同封の送付案内等により、内容物に不足がない

こと及びチケットの店舗登録区分（通常店又は地域協力店）を確認し、不足、汚損等があった

場合は至急店舗様専用コールセンター（050-1748-5241）へ連絡してください。 

また、マニュアル、キャンペーン POP（以下「POP」といいます。）は店舗登録時にご登録い

ただきましたメールアドレスあてに電子データでお送りします。ご登録の店舗登録区分と POP

に記載の店舗登録区分が異なる場合は、至急店舗様専用コールセンターへ連絡してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配布物の内容＞ 

配布物 使用方法等 

郵
送 

B2 ポスター（片面） 通常店・地域協力店とも同じデザインとなります。 

・ポスターはお客様に見える箇所に掲示ください。 

・チラシは来店客への配布等により活用ください。 
A4 チラシ（両面） 

キャンペーンチケット 
対象製品を購入のお客様へお渡しするチケットです。 

保管・取り扱いにご注意ください。 

メ
ー
ル 

POP（90mm×120mm） 
通常店と地域協力店でデザインが異なります。 

お客様に見える箇所に掲示ください。 

本キャンペーンのマニュアル 本マニュアルです。 

・ 配布物は、購入対象期間の開始日である３月 27日（金）に店内に掲示されているようにし

てください（購入対象期間の開始日までに配布物が納品された参加店舗に限る。）。 

・ 県が送付する上記以外の配布物についても、店内に掲示するようにしてください。 

・ なお、店舗の判断により、購入対象期間の開始前に配布物を貼り出していただいても構い

ませんが、購入対象期間前であることから、来店客等に誤解のないよう注意してください。 

・ 配布物は、キャンペーン専用ホームページから印刷用のデータをダウンロードできますの

で、必要に応じて増刷するなど、ご活用ください。 

 

 

【キャンペーンホームページ URL】 

 https://jimukyoku.site/shinshu-shoene/ 

例 例 
例 
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キャンペーンの周知・案内  

 

１ キャンペーン対象製品について 

 

【キャンペーン対象製品】 

 対象製品要件（下表に記載する「統一省エネラベル・省エネ性能」を満たすもの）に該当

し、かつ、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト (https://seihinjyoho.go.jp/) 」

に掲載があるもの。ハイブリッド給湯機は「一般社団法人日本ガス石油機器工業会」の規格

（JGKAS A705）で、年間給湯効率が 108.0％以上のものであること。 

 

【対象製品要件・ポイント額】 

※ １ポイント＝１円相当 

※ 統一省エネラベル・省エネ性能の基準を満たしていても、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報
サイト」に掲載がないものは対象となりません。※ハイブリッド給湯機は除く 

※ ポイント２倍コースに応募できるのは、「地域協力店」区分の店舗において対象製品を購入し、
環境省「うちエコ診断（Web 版）」を受診した場合です。 

※ ＬＥＤ照明器具について、キャンペーン専用ホームページの対象製品一覧表に掲載のある型番で
あっても明るさ等の違いにより統一省エネラベル・省エネ性能の基準を満たさないものがあります
ので、ご注意ください。明るさ等の違いによる統一省エネラベル・省エネ性能は、資源エネルギー
庁「省エネ型製品情報サイト (https://seihinjyoho.go.jp/) 」にて確認可能です。 
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【対象製品一覧表】 

 キャンペーン専用ホームページの対象製品一覧表に掲載される対象製品は、定期的（一週

間程度ごと）に更新されます。 
※ キャンペーン専用ホームページの情報は、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載さ

れているものを抽出して掲載しております。新発売等の対象製品によっては、キャンペーン専用ホ
ームページへの掲載に時間がかかる場合があります。 

 

２ ポイント等の種類について 

  本キャンペーンにより受け取ることのできるポイント等は、以下のとおりです。 

キャッシュレス

決済ポイント 
 

商品券 ◇QUOカード       ◇JCBギフトカード 

【注意】ポイント等の種別は、ポイント等の交付申請を行う際に申請者の判断により選択され

るものであることにご留意をお願いします。 

 

３ キャンペーンの周知・案内について 

◇ 店内のどの製品がポイント交付の対象なのか、よく確認し、案内をしてください。 

 例えば、値札や購入カードに分かりやすい印を付ける、レジ付近に対象製品のリストを用

意するなどにより、来店客に対応するスタッフが、確実に対象製品を判別できるようにして

ください。 

 

◇ 統一省エネラベル※を製品に掲示し、キャンペーンの趣旨を踏まえ、製品の省エネ性能を来

店客に伝えることなどにより、対象製品について案内を行ってください。 

 

 

 

 

◇ 配布するチラシ等を活用し、キャンペーンによりポイントが付くことに加え、省エネ性能

が高い家電等を使用することによる節電効果や温室効果ガス削減効果を来店客等に伝えてく

ださい。 

 

◇ 長野県 PRキャラクター「アルクマ」を使用して印刷物・ＣＭ等を制作しようとする場合は

長野県の許諾を受ける必要があります。ただし、「アルクマ」の使用が、利益を主たる目的と

している場合や、特定の企業名や商品を推奨するものである場合は許諾されません。 

（県が提供するチラシ等を使用することについては、許諾を得る必要はありません。） 

 

◇【地域協力店】 

  対象製品を購入した上、環境省の「うちエコ診断（WEB版）」を受診すれば「ポイント２倍

コース」に申請できることを購入者に伝えてください。 

 （「うちエコ診断」を受診せず、「通常コース」で申請することも可能。） 

  顧客の生活環境等に応じた家電等の選び方等について、来店客等にアドバイスを行ってく

ださい。 

 （アドバイスの例として、省エネ性能だけでなく、家族の人数や住宅の規模、生活スタイルに

応じて適切なサイズ・容量の製品を選択することが省エネの点から大切であることをお知ら

せすることなどがあげられます。） 

※ 資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」（https://seihinjyoho.go.jp/）からデ

ータをダウンロードして作成することができます。 

◇PayPayマネーライト  ◇Amazonギフトカード  ◇楽天Edy 

◇Pontaポイント     ◇nanaco           ◇Apple Gift Card 

◇WAON POINT        ◇dポイント       ◇Vポイント 
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 レジでのオペレーション  

 キャンペーンの対象製品を販売する場合、次の手順を行ってください。 

(1) 長野県民であることを確認 

  身分証明書等により、購入者が長野県民であることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

(2) キャンペーンチケット等を手渡す 

 専用サイトからの申請により、キャッシュレスポイント等を受け取ることができることを

伝え、以下のものを購入者に必ず手渡してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)キャンペーンチケットの配付確認 

  当該購入に係るレシートに、キャンペーンチケットを渡したことが確実に分かるように印

を付けてください。 

※ 身分証明書等： 運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、在留カード、

その他公的機関が発行する書類等で現住所の記載があるもの、電気・ガス・水道・NHK

受信料など公共料金の請求書又は領収書 

 

※ なお、購入したキャンペーン対象製品の配送先が長野県内である場合は、身分証

明書等の提示を求めないことも可能です。 

【注 意】 

 上記のいずれを紛失しても、キャンペーン応募ができませんので、購入者に注意を促し

てください。 

購入対象期間外のご購入はキャンペーン対象外となります。 

ご購入が購入対象期間外のお客様に対して、キャンペーンチケットをお渡しにならない

よう十分ご注意ください。 

 キャンペーンチケットお渡しの際に、レシート等に記載された購入日が購入対象期間内

（令和８年３月 27日～令和９年１月 31日）であることを必ずご確認ください。予約販売

等による予約日が購入対象期間内であっても、レシート等に記載された購入日が購入対象

期間外である場合は、キャンペーン対象外となりますので、ご注意ください。 

■ キャンペーンチケット（対象製品１件につき１枚） 

■ レシート（店名、購入日、製品名、製品ごとの金額又は全額の記載が必須） 

■ メーカー発行の保証書（即時納品でない場合は、納品時でも可） 

 
例 
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＜キャンペーンチケットについて＞ 

・キャンペーンチケットは、紛失しても再発行はできません。 

・対象製品の購入に対してキャンペーンチケットを渡し忘れた等により、購入者から購入後

にチケットの発行を求められた場合は、レシートの提示を求め、チケット渡し済の印（後

述）がないことによりチケットを渡していないことが確認できた場合に限り、チケットを

渡すことが可能です。 

・誤ってキャンペーン対象外の購入に対しチケットを渡した場合、ポイント申請しても非承

認となり、ポイントを受け取ることはできません。購入者から補償の求め等があっても県

では対応しかねますので、渡しまちがいのないよう、最大限の注意をお願いします。 

 

＜レシートについて＞ 

・キャンペーン対象製品の購入があった場合は、レシートに印を付け、「当該販売が、キャン

ペーン対象製品の購入であり、キャンペーンチケットを渡したこと」が確実に分かるよう

にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レシートについての注意事項】 

◇ レシートへの印のつけ方については、店舗においてルールを決めてください。 

 （例）レシートの裏面に、店舗印または担当印を押す 

◇ 複数の製品を一括して購入（１枚のレシートで対象製品が複数ある）した場合には

対象製品数の数だけ押印するなど、キャンペーンチケットを渡した枚数が分かるよう

にしてください。 

◇ これらは、返品時や購入者がキャンペーンチケットを紛失した場合のトラブル等を

防止するためのものですので、確実に行ってください。 

◇ レシートに代わり手書きの領収書でもポイント申請をすることができますが、店

名、購入日、製品名、製品ごとの金額の記載がないものはポイント申請に使用できま

せんので、確実にご記入をお願いします。 
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＜保証書について＞ 

・保証書は、対象製品のメーカーが発行する保証書でなければならず、店舗が独自に発行す

る保証書はポイント申請に使用できません。 

 

(4) 省エネアドバイスの実施 

  対象製品に省エネラベルを表示し、顧客に省エネ性能等について適切に案内を実施くださ

い。 

 

(5) その他 

ア 対象製品の納期について 

キャンペーンチケットを受け取った場合でも、購入後すぐに対象製品が納品されない場

合は、納品前にキャンペーンが終了し、ポイントの交付が受けられない可能性があります

ので、対象製品を即納できない場合は、製品のおおよその納期を購入者に伝えてください。 

 

 イ 申請方法について 

ポイント等交付申請は、原則としてオンラインによる申請で行うものです。申請方法に

ついての問い合わせがあった場合は、購入者にキャンペーンチケットにある専用サイトか

らの申請を紹介ください。 

インターネット環境がない等のやむを得ない理由によりオンラインによる申請ができな

い場合に限り、申請者は令和９年１月 31日（日）までにお客様コールセンター（050-1748-

5234）に紙の交付申請書の送付を求め、当該申請書に必要項目を記入し、必要書類を添付

して事務局に送付（令和９年２月 10日（水）消印有効）することにより、商品券等の交付

申請を行うことができます。  

 

その他の留意事項  

・ 予算の上限に達し次第、予定より早期にキャンペーンが終了する場合があります。 

・ チケットを受け取った場合でも、ポイント申請の受付先着順でポイント交付となります。

（キャンペーンチケットがポイント交付を約束するものではありません。） 

・  ポイント申請はお申込み内容に不備等がない場合に受付完了となります。 

 

 購入者のポイント交付申請へのサポート  

◇ 別途、店舗マニュアル（申請サポート編）をご確認ください。 
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返品・交換の場合の取扱いについて  

 キャンペーン対象製品の返品があった場合は、購入者に渡したキャンペーンチケットを返却

させ、チケットの状態により、以下の場合に応じて対応をお願いします。 

 

① キャンペーンチケットが未開封の場合 

  特段対応は不要です。 

 ※返却されたキャンペーンチケットは、汚損等がなければ再利用していただいて構いません。 

 

② キャンペーンチケットが開封されている場合・購入者がチケットを紛失している場合 

   ※以下(1)～(4)の方法により返品対応を実施してください。 

 

（1） 店舗での返品対応 

レシートへの押印等により、返品された製品がキャンペーンチケット配付済みのものであることを確

認の上、必要書類の確認と、購入者による返品対応書式（本マニュアル又はキャンペーンホーム

ページからダウンロード）へ製品を返品した購入者の住所、氏名、電話番号を記入してくだ

さい。 

 

 

・上記の情報を県に提供することを購入者に伝え、同意署名欄にサインをもらってください。 

・返品対応様式に、以下のものを貼付してください。 

 

   □ 返品対応書式 

      □ キャンペーンチケット（紛失の場合を除く） 

      □ レシートのコピー 

      □ メーカー保証書のコピー（ある場合） 

   

（2） 店舗用コールセンター（キャンペーン事務局）にご連絡 

店舗は返品・交換があった旨を店舗様専用コールセンターにご報告ください。 

その際に、キャンペーンチケットに記載された専用コード（チケットを紛失している場合を除く。）と

店舗担当者名をお伝えください。 

 

（3） 封筒の受け取り 

   返信用封筒が、事務局から送付されますので、受け取りをお願いします。 

 

（4） キャンペーン事務局へ送付 

   同封された返信用封筒に、上記の返品対応書式（貼付台紙を含む）を同封の上、キャンペーン事

務局へ送付してください。 

【キャンペーンホームページ URL】 

 https://jimukyoku.site/shinshu-shoene/ 
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信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾 返品対応書式 

 

 

 

① 返品に係る情報 
製品品目 

（いずれかに○） 
  エアコン ・ 電気冷蔵庫 ・ 電気温水機器 ・ ガス温水機器 
石油温水機器 ・ ハイブリッド給湯器 ・ テレビ ・ ＬＥＤ照明器具 

メーカー  
製品型番  

店舗名・担当者名  
② 購入者（返品者）に関する情報 
（本欄は、購入者（返品者）の方の自署をお願いします） 
  
【購入者住所】（〒   -     ） 
 
 
【氏 名】 

【電話番号】 

【メールアドレス】 

【個人情報の提供に関する同意】 
キャンペーン対象製品の返品に当たり、信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾利用規約に基づ
き、個人情報（購入者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス）をキャンペーン事務局に提供します。 

 

  

③ 添付書類 
別紙貼付台紙に、以下の書類を貼付すること。 

□ キャンペーンチケット（紛失の場合を除く） 
□ レシートの写し 
□ メーカー発行の保証書の写し（ある場合） 

 

 

 

 

キャンペーン対象製品の返品があった場合は、以下のとおり対応してください。 
 
(1) 購入者にキャンペーンチケットを交付している場合は、キャンペーンチケットの返却を求め
てください。 

(2) 返却されたキャンペーンチケットが開封されている場合または購入者がチケットを紛失して
いる場合は、本票に必要事項を記入の上、キャンペーン事務局に送付してください。 

⇒①②③を記入・貼付の上、下記送付先に送付してください。 

【送付先】 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目 13番 2号 MUPRE東池袋 4階 

株式会社エイチ・アイ・エス内 信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾事務局 あて 

 

（チェック欄） 

上記事項に同意します。 
 

※送付用封筒をお送りしますので、店舗様専用コールセンター（050-1748-5241）へご連絡をお願いします。 
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（貼付台紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンチケット（紛失の場合を除く） 

レシート（または領収書）の写し 

メーカー保証書の写し 
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信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾は長野県による提供です。 

信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾についてのお問い合わせは Amazon ではお受け

しておりません。 

信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾問い合わせ窓口【050-1748-5241】までお願いい

たします。 

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

「nanaco（ナナコ）」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。 

信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾についてのお問い合わせは株式会社セブン・カ

ードサービスではお受けしておりません。 

信州省エネ家電等購入応援キャンペーン第３弾問い合わせ窓口までお願いいたします。 

「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。 

「楽天 Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。 

PayPay マネーライトが付与されます。出金はできません。 

「Ponta」は、株式会社ロイヤリティ マーケティングの登録商標です。 

「Vポイント」は、三井住友カード株式会社および CCCMKホールディングス株式会社の登録商標

です。 

© 2026 iTunes K.K. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

店舗様専用コールセンター０５０－１７４８－５２４１ 

お客様コールセンター    ０５０－１７４８－５２３４ 

【受付時間】午前 10 時から午後７時まで（土日祝も開設） 

※12月 29日（火）～１月３日（日）を除く 

 

 

 


